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○尚絅学院大学教員個人評価運用内規 

 

第1᮲ 本内規はࠊ尚絅学院大学自己点検㺃評価委員会規程第7᮲およびࠕ尚絅学院大学教員個人評価の基本方

針 （ࠖ2011ᖺ5月24᪥教授会ᢎ認）に基࡙ࠊࡁ教員個人評価の運用について定ࡵるもの࡛࠶るࠋ 

第2᮲ 教員はࠊ自らのά動ࢆ定期的に点検・評価しࠊその結ᯝࢆ自己申࿌するものとするࠋ 

2 点検・評価の項目ࠊᵝᘧについてはࠊ自己点検㺃評価委員会が定ࡵるࠋ 

3 教員によࡗて申࿌ࡉれࡓ自己点検㺃自己評価の申࿌書はࠊ大学として公表㺃共᭷しࠊ全学の教育㺃研究ά動等

 ࠋる施⟇に結びつけるࡵ㧗ࢆ

第3᮲ 教員個人評価にࡗࡓ࠶てはࠊ申࿌ࡉれࡓ内ᐜに基࡙ࠊࡁ特にඃれࡓά動ࢆ大学として✚ᴟ的に評価する

 ࠋ基本とするࢆポジティブ評価ࠖࠕ

2 評価のど点はࠕ教育ά動（大学院ࡴྵࢆ）（ティーチング・ポート࢛ࣇリオ方ᘧ）ࠖ に㔜点ࡁ⨨ࢆつつࠕࠊ研

究ά動 会㈉⊩ά動♫ࠕࠖ  ࠋ基本とするࢆとࡇ࠺行ࢆとに評価ࡈ㍈ࠊ大学運営ά動ࠖの4㍈としࠕࠖ

3 特にඃれࡓά動についてはࠕ༟㉺ࠖと評価するࠋ 

第4᮲ 自己点検・評価委員会規程第㸵᮲によࡾ設⨨ࡉれる教員個人評価専門委員会（以ୗࠕ評価専門委員会ࠖ

といࠋ࠺）はࠊ次のྛྕにᥖࡆる評価専門委員ࢆもࡗて組織するࠋ 

（1） 学長 

（2） 副学長2名 

（3） 教授会の議ࢆ経てࠊ学長が指名する教授2名 

（4） 教育ά動の評価にはࠊ当ヱ教員が担当する学群長ࠊ学類長がຍわるࠋ 

2 評価専門委員会委員長は学長ࢆもࡗて࠶てるࠋ 

3 前第1項第3ྕ委員の任期は2ᖺとしࠊ再任ࢆጉ࡞ࡆいࠋ 

第5᮲ 教員個人評価は評価専門委員会࡛の合議によࡗて行ࠊࡓࡲࠋ࠺前᮲第1項第3ྕのࠊ教授会の議ࢆ経てࠊ

学長が指名する2名の評価専門委員と学群長ࠊ学類長の評価はࠊ学長と副学長の合議࡛行いࠊ副学長の評価は学

長が行ࠋ࠺ 

2 委員長࡛࠶る学長はࠊ自己点検㺃自己評価の申࿌ࢆ基に㠃談ࢆ行いࠊ評価結ᯝࢆ当ヱ個人にのࡳ通▱するࠋ 

第6᮲ 本内規のᨵᗫは自己点検㺃評価委員会が行ࠋ࠺ 

 

 

㝃    則 

本内規は2011ࠊᖺ 7 月 19᪥から施行するࠋ 

本ᨵ正内規は2014ࠊᖺ 4 月 1 ᪥から施行するࠋ 

本ᨵ正内規は2016ࠊᖺ 4 月 1 ᪥から施行するࠋ 

本ᨵ正内規は2017ࠊᖺ 4 月 1 ᪥から施行するࠋ 

本ᨵ正内規は2019ࠊᖺ 4 月 1 ᪥から施行するࠋ 

本ᨵ正内規は2022ࠊᖺ 4 月 1 ᪥から施行するࠋ 
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